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■第１回施設整備検討部会（９/３開催）での主な意見とその対応 

項  目 主な意見 対応（第２回資料に掲載した内容） 

① 日常感じていること ◎土地利用について 

・駅前にスーパーや派出所が欲しい。 

・メイン通りが変わると今の商店街が心配。 

・古墳周辺に賑わい施設があるとよい。 

・駅周辺整備による治安の悪化など心配がある。 

◎施設整備について 

・自由通路はバリアフリー化が必要。地下通路は暗い。 

・駅利用者の雨対策が必要。 

 

⇒イメージ図に最寄品店舗、派出所を記載。（p8） 

⇒通過交通の抑制による安全確保を検討。（p2～5） 

⇒イメージ図に古墳周辺の賑わい創出を記載。（p8） 

⇒駅前への派出所設置を記載。（p8） 

 

⇒駅前広場の施設配置図に記載。（p6） 

⇒駅前広場にシェルターを記載。（p6） 

② 交通について ◎一方通行について 

・一方通行には賛成・反対の意見がある。 

・一方通行の場合、町内道路を通行される恐れがある。 

・一方通行により、裏道に回る車が出る恐れがある。 

・一方通行は時間帯規制も考えられる。 

◎その他の安全対策について 

・速度制限など速度を抑制する方法が必要である。 

・店舗前など路上駐車が迷惑である。 

・踏切付近がネックである。通学路としては危険。 

・自転車の違法駐輪が多くなっている。 

◎駅西側の整備について 

・駅西側に車の回転スペースがほしい。 

◎駅前の景観について 

・駅前は電柱をなくす方がよい。 

★第２回の主要な議題です。 

⇒一方通行については、改めて安全な交通量について考え方を

共有（p2）した上で、考えられる対応策を整理し、一方通行

も含めた総合的な安全対策を２案提案。（p4.5） 

 

⇒その他の安全対策について上記と合わせ提案。その中で、裏

通りの通過交通の抑制、駐停車禁止や踏切交差点の交通量の

減少などについても記載。（p4.5） 

 

⇒違法駐輪に対しては、東西において駐輪場の整備で対応。 

⇒通過交通の抑制案において、「駅西口の歩行者空間・駐輪施

設等の検討」を記載（p4.5） 

⇒イメージ図に無電柱化について記載。（p8） 

③ 地域資源について ◎施設整備について 

・公園が不足。古墳周辺への公園の設置。 

・葛葉稲荷神社への参道整備。鳥居は保全したい。参道とし

ての統一感が欲しい。 

・リアーナは駅前にあった方が、お客が増えるのでは。 

◎地域活性化について 

・聖神社、古墳、祭りの活用。 

※第３回に整備の具体的イメージを提案予定。 

⇒イメージ図に古墳周辺の整備について記載。（p8） 

⇒イメージ図に参道整備について記載。（p8）、通過交通の抑制

案においても記載。（p4.5） 

⇒イメージ図に観光振興に資する施設を記載。（p8） 

※第３回に地域活性化のイメージを提案予定。 

⇒駅前広場計画において、だんじり動線に対応。（p6.7） 
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●「安全･安心な生活環境の実現」の目標を具体的な数値目標（安全な交通量＝500～1,000 台／日）に置き換え、そのための対策案を検討する必要があります。 

●駅前広場の接続道路の｢一方通行化｣や｢広場と接続道路の分断｣により「交通量」を抑制するとともに、ゾーン３０規制や歩行空間の明示による安全対策が有効と考えられます。 

  現状を踏まえた安全対策の考え方（目標）                        

●交通量が最も多いのは、駅舎直近部の市道：1,932 台／12h（ピーク時間帯 366 台／2h）となっています。 

●内訳をみると、Ａ沿道利用等(30%)：Ｂ駅利用(30％)：Ｃ通過交通(約 40%)となっており、「安全安心な生

活環境の実現」のためには、Ａの利便性を確保しつつＢとＣの抑制を図ることが課題となります。 

広場に対するIN－INの一方通行  広場に対するOUT－OUTの一方通行 

●駅直近部において歩行者(2,400 人/12h)と車両(1,900 台/12h)の交錯

が生じ、大変危険な状況であり、通過交通の抑制が課題となります。 

●交通量について、一般的に安全とされる 500～1,000 台／日（ピーク時

間帯で約 100～200 台／2h）を目標値とすることが考えられます。 

●ゾーン３０規制により｢車両速度｣を抑制 
・現状で時間帯規制が守られていないことから、

ゾーン 30 規制も守られない可能性があります。 

従って、速度規制＋視覚的効果が考えられます。 

●｢歩行空間｣を明示 
・現状では歩道が無く、車両通行時に歩行者が危

険な状況となっています。従って、舗装等によ

る歩行空間の明示が考えられます。 

＋ ＋ 

・OUT-OUT の一方通行化(右図)の場合、歩行者横断時に車両滞留が発
生し、駅前広場が機能しない可能性があります。従って、広場に対
して IN-IN 方向とすることを基本として考えます。 

・ゾーン 30 の路面表示のほか、速度抑制のため
の視覚的効果として、狭さくやカラー舗装の採
用が考えられます。 

  

 
 ・車両通行帯を 4.0ｍ確保し、路肩部分に歩行空
間を明示し、ドライバーに歩行者優先道路であ
ることを認識させることが考えられます。 

■駅周辺の現在の交通量 
 

最も交通量の多い区間 

□太町 18 号線の交通内訳（動画観測による実測） 
 
･西側→駅舎側（N=193 台） 

 
30％   30％   40％ 

 
･駅舎側→西側（N=173 台） 

 
38％   27％   35％ 

 
･合計（N=366 台） 

 
34％   28％   38％ 

 
沿道利用等   駅利用   通過交通 

１．駅前の安全対策の考え方（案）   

 
                     考えられる対応策（案） 

狭さくのイメージ                歩行空間の明示イメージ 

★目標交通量の参考イメージ：太町 10 号線の交通量(94 台/2h) 

太町 10 号線 

太町 2 号線 

太町 18 号線 

●広場接続道路の一方通行化により｢交通量｣を抑制 
・現交通量の 50％程度の削減効果 ⇒180 台/2h(目標値の達成) 

●広場と接続道路の分断化により｢交通量｣を抑制 

・現交通量の 70％程度の削減効果 ⇒110 台/2h(目標値の達成) 
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※「生活道路のゾーン対策マニュアル（(一)交通工学研究会）」の抜粋 
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●接続道路の一方通行化により、 

裏通りにおいて、同一方向の規制

が重複するため、規制方向の変更

が考えられます。 

２．通過交通の抑制（案） 

２-１．駅前広場接続道路の⼀⽅通⾏化･･･駅前広場への⼀⽅通⾏化による通過交通の抑制 

●メリット：地区内・駅に関係の無い通過交通を抑制し交通量が約 50％減少、踏切交差点交通量の減少、車道幅員の縮小により歩道空間が確保可能であり沿道の賑わい・活性化に繋がる 

●デメリット：裏通りへの通過交通の発生が懸念されるため新たな一方通行規制が必要 

●一方通行規制は、生活者の利便性

に配慮し、駅舎側の一部区間とす

ることも考えられます。 
●交差点交通量の減少が
見込まれます。 

●踏切による渋滞を考慮
すると、18 号線は広場
IN 方向の一方通行とす
ることが考えられます。 

●接続道路の一方通行化により 

裏通りへの通過交通の発生が 

懸念されます。新たな一方通 

行規制が考えられます。 

LG35671
タイプライタ
※交通規制などについては、警察などの関係機関との協議により決定されるもので、現時点で決まったものではありません。
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●メリット：通過交通を排除し交通量が約 70％減少、踏切交差点交通量の減少、カラー舗装化や狭さく設置により速度抑制が可能、通行規制について交通状況を踏まえての追加が可能 

●デメリット：接続道路側へのキス・アンド・ライド発生が懸念され駐停車禁止(駅直近部)が必要 

２-２. 駅前広場と接続道路の分断化･･･駅前広場と接続道路の分断化による通過交通の排除 

●交差点交通量の減少が
見込まれます。 

●接続道路の分断化により、裏 

通りへの通過交通を排除する 

ことが考えられます。 

（緊急車両の通行は許容） 

LG35671
タイプライタ
※交通規制などについては、警察などの関係機関との協議により決定されるもので、現時点で決まったものではありません。
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３．駅前広場の施設配置（案） 

●一方通行案は、道路(太町 2号線)接続箇所において歩行者横断を優先した構造とします。また、駅前広場・道路分断案においては、同街路を広場歩道により分断し、歩道の連続化を図ります。 

●両案ともに、大型バスの旋回・待機可能な余裕のあるロータリー形状とします。また、道路分断案においては、緊急車両のため歩車境界をフラットにし、だんじり動線にも対応します。 

接続道路一方通行（案） 駅前広場・道路分断（案） 

東西自由通路のバリアフリー化 

身障者乗降場は 
駅改札付近に配置 

自由通路階段と整合
を図り、オープンス
ペースや憩いの場を
整備 

バスの旋回・待機が 
可能なロータリー形状 

駅前広場と道路の
間を歩道で分断 

(通過交通の排除) 東西自由通路のバリアフリー化 

身障者、タクシー乗降場は 
駅改札付近に配置 

緊急車両やだんじり 
に対応した構造 

自由通路階段と整合
を図り、オープンス
ペースや憩いの場を
整備 

バスの旋回・待機が 
可能なロータリー形状 

緊急車両やだんじり 
に対応した構造 

LG35671
タイプライタ
※本図面については、現時点での検討案を示したものであり、決定したものではありません。
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(【参考資料】駅前広場・道路分断(案)における緊急車両やだんじりへの対応 

遣道緊急車両やだんじりの通行が可能な歩道構造（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩歩道のフラット化に伴う課題 

1①車止めについて             ②通行幅について 

・取外し可能な製品の採用が考えられます。  ・地車の通行幅として 7ｍ(現道幅)が考えられます。 
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タイプライタ
※本図面については、現時点での検討案を示したものであり、決定したものではありません。
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 ４．地域資源の活用イメージ（案） 

●地域活性化に資する地域資源のキーワードとして、『古墳時代』『葛の葉伝説』『だんじり祭り』『いずみパールといずみ硝⼦』が挙げられます。これらの地域資源を生かし、景観整備や観光案内、イベン

ト広場整備（利活用）など、駅前整備の付加価値を高める様々なモノ・コトに活用することが考えられます。 

■駅前広場・駅前線･自由通路の整備 

●市北部の玄関口にふさわしい景観整備（上

質な歩道舗装、植栽、観光案内サインなど） 

●だんじり祭（槍廻し）の動線確保 

●身障者Ｐ・段差解消などバリアフリー化 

●無電柱化（北信太駅前線など） 

 

■古墳周辺の整備・利活用 

●信太貝吹山古墳の墳丘部の一般開放 

●古墳周辺の公園化（周濠跡地含む） 

●イベント開催などによる賑わい創出（仮設

店舗の設置など） 

■駅前広場・駅前線の沿道利用 

●日常生活の利便性を向上させる施設誘致 

（最寄品店舗、飲食店の導入など） 

●地域の安全確保に資する施設（派出所設置） 

●観光振興に資する施設（観光案内等） 

●市営駐輪場の整備 

■生活道路の再整備 

●歩行者優先道路化（再整備） 

●駅東側：駅前広場と連続した景観整備 

●駅西側：葛葉稲荷神社までの参道整備 

●沿道施設との段差解消などバリアフリー化 

 

広場利用の事例(百舌鳥古墳群) 

歩行者優先道路の事例(堺市駅前) 街路の景観整備イメージ(基本計画) 

土地利用の事例(鳳駅前) 

LG35671
タイプライタ
※本イメージについては、現時点での検討案を示したものであり、決定したものではありません。


